
固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書 

 鹿児島市長 殿                          年  月  日 

  固定資産税・都市計画税の賦課及び徴収に関する書類について、次の送付先に送付する

よう次のとおり申し出ます。送付先等に変更がある場合は、改めて申し出ます。 

整 理 番 号 

          

 

 

 

届 出 の 種 別  □送付先の指定 ・ □送付先の変更 ・ □送付先の廃止 

同 意 欄 □この申し出に当たり、裏面の注意事項に同意します。  

送付先を申し

出る理由 

 

※次の場合は、該当する書類を提出してください。 

・名義人の死亡のため→「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」 

・市外転出（単身赴任など）や海外転出のため→「納税管理人申告書･承認申請書）」  

・別の共有者や相続人を送付先としたい→「代表者変更申告書」 

送付先の種別 
 □納税義務者以外の方（親族等）の住所 

 □法人の本店所在地以外の事務所の住所 

送 付 先 

住所又は 

所在地 

〒 

 

 

 

氏名又は名称 
（方書） 

              様方                続柄  

方書の方の 
電 話 番 号 

 

（法人の場合）担当者の部署・氏名                   

※送付先の変更 

･廃止の場合 

変更前の

送付先 

住所又は 

所在地 
〒 

 

氏名又は名称 
（方書） 

様方 

（裏面の「注意事項説明書」を必ずご確認ください。） 

 

納税義務者 

(申出人) 

住所又は所在地 

※住民票上の住所又は本店所在地 

 

フリガナ  

氏名又は名称  

電 話 番 号 
 

（法人の場合）担当者の部署・氏名               

※整理番号は、納税通知書、課税明細書及び納付書（領収証書）に記載されています。記載

場所が不明な場合はお問い合わせください。 

※複数の納税通知書を受け取っている場合、納税義務者が１人で所有している固定資産（単有

物件）の整理番号を記入してください。 

※送付先となる方の承諾を
得た上で記入してくださ
い。 

※送付先となる方の氏名等
は住所の方書として記載
します。 

納税義務者の住所が「市内」の場合 

係長 確認 処理 受付



「固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書」に係る注意事項 

 

１ 納税義務者以外の方の住所に送付先を指定しても、納税義務者は変更されません。 

・名義の変更は、法務局で所有権移転登記を行う必要があります（未登記の家屋の場合は、

市役所資産税課、谷山税務課または各支所の市税窓口係に「登録事項変更届」を提出して

ください。）。 

・納税義務者以外の方の住所に送付先を指定するときは、必ず送付先となる方の承諾を得て

ください。 

・送付先の方が納税義務者の固定資産税関係証明書を取得することはできません。（納税義務

者と同世帯である場合または納税義務者の委任状がある場合は取得できます。） 

 

２ 納税義務者が受け取っている全ての納税通知書が送付先に送付されます。 

・送付先は、納税義務者である「個人ごと」または「法人ごと」に設定されます。 

 ・特定の納税通知書だけに送付先を設定することはできません。 

 

３ 送付先申出書で指定した送付先は、住民票の住所等よりも優先されます。 

・送付先の指定後に転居等で住民票の住所が変更になった場合でも、納税通知書は、新しい

住民票の住所ではなくこの申出書により設定した送付先へ発送されます。 

 

４ 「送付先を変更する場合」または「送付先への送付を止め、納税義務者の住民票の住所に

送付する場合」は、改めて送付先申出書を提出してください。 

・送付先の変更等の手続がない場合、原則としてそのまま送付先へ書類が送付される可能性

があります。送付先の変更等の申出を行わなかったことにより損害が生じた場合、本市は

一切の責任を負いません。 

・この送付先申出書に記載された送付先に書類が送達されない場合は、送付先を取り消し、

納税義務者の住民票の住所、本店所在地等に送付することがあります。 

・その他本市が必要と認めるときは、この申出書で申し出た送付先を取り消すことがありま

す。 

 

※この「固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書」は写しをとるなどして大切に

保管してください。 

                                          

 

その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

 

（お問い合わせ先） 

鹿児島市役所 

  資産税課（賦課総括係） 電話 099-216-1180 

  谷山税務課（家屋係）  電話 099-269-8423 


